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平成２１年岳南排水路管理組合議会定例会（１０月）会議録 

平成２１年１０月２６日（月） 

１ 出 席 議 員（１０名） 

１番 鈴 木 敏 和 議員 

 ２番  小 山 忠 之 議員 

３番 西 村 綾 子 議員 

４番 小 室 直 義 議員 

５番 太 田 美 満 議員 

６番 佐 野 清 明 議員 

７番 太 田 康 彦 議員 

８番 諸 星 孝 子 議員 

９番 稲 葉 寿 利 議員 

              １０番 遠 藤 盛 正 議員 

 

２ 説明のため出席した者（９名） 

管  理  者 鈴 木  尚    君 

副 管 理 者 鈴 木 利 幸  君 

富士市上下水道部長 大 河 原 忠    君 

富士市商工農林部長 金 刺 勝 久    君 

富士宮市水道部長 小 松 政 廣    君 

局   長 丸 山 友 則    君 

次 長 小 川 佳 英    君 

参 事 兼 施 設 課 長 鈴 木 廣 實  君 

総 務 課 長 小 山 芳 博    君 

 

３ 出席した事務局職員（６名）   

参事補兼庶務係長 山 田 正 廣    君 

              参事補兼管理係長 桑 原 德 治    君 

              業 務 係 長 米 山 佳 秀    君 

工 務 係 長 近 藤  敦   君 

庶 務 係 主 査 根 上 忠 記    君                 
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庶 務 係 主 事 明 石 奉 徳    君 

 

４ 議 事 日 程 

    日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  認第１号  平成２０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出 

決算認定について 

日程第４  議第３号  平成２１年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

ついて（第1号） 

日程第５  議第４号  岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に 

関する条例の一部を改正する条例制定について 

日程第６  議第５号  岳南排水路管理組合新庁舎建設基金条例を廃止 
する条例制定について 

日程第７  議第６号  岳南排水路管理組合長期継続契約を締結すること 

ができる契約を定める条例制定について 

日程第８  議第７号  岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を 

求めることについて 
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午前１０時 開 会 

○局長（丸山友則君） 定刻となりましたので、ご起立をお願い致します。礼。ご着席下さ

い。 
 会議に先立ちましてお願い申し上げます。本日、議会開催中に、管理組合の広報紙用及び

報道機関の写真を撮らせていただきたいと思います。 
 また、閉会後、議員の皆様には、事務局から、本年夏に実施されました、集中工事と管内

点検結果についてご報告をさせていただきますので、あらかじめご了承のほど、よろしくお

願いいたします。 
○議長（稲葉寿利議員） 出席議員が、法定数に達しておりますので、会議は成立いたしま

した。 
 ただいまから岳南排水路管理組合議会定例会を開会いたします。 
 本日の会議は、お手元に配付いたしてあります議事日程により進めます。 
                                     

日程第１ 会議録署名議員の指名 
○議長（稲葉寿利議員） 日程第１ 会議録署名議員の指名でありますが、会議規則第３５

条の規定により議長において指名いたします。 
７番   太 田 康 彦 議 員 
８番   諸 星 孝 子 議 員 

 以上２名を指名いたします。 
                                     

日程第２ 会期の決定 
○議長（稲葉寿利議員） 日程第２ 会期の決定について議題といたします。 
 本定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
 ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日１日と決定いたしました。 
 それでは、ここで本定例会に上程される提出議案の大綱説明を管理者に求めます。 
 管理者。 
○管理者（鈴木 尚君） おはようございます。お許しをいただきましたので、本定例会に

ご提案いたします議案の審議に先立ち、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本日、本組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私と

もにご多忙の中をご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 
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 それでは、本日ご審議いただきます案件につきまして総括的な説明を申し上げますが、詳

細につきましては後ほど事務局から説明をいたさせますので、あらかじめご了承願いたいと

存じます。 
 最初に、認第１号平成２０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算認定についてであり

ますが、アメリカのサブプライム住宅ローン問題に端を発した金融資本市場の変動や、原

油・原材料価格の高騰による世界的な経済不況を背景に、洋紙、板紙の国内需要が大幅に落

ち込み、昨年後半から各大手製紙工場におきましては、大幅な生産調整を余儀なくされまし

た。このため、年間総排水量は前年度に比較して７.２％、使用料収入では、５.６％それぞ

れ減少しております。いまだ、国内需要の回復傾向が見られず、引き続き減産体制を継続せ

ざるを得ない状況が続いております。 
 それでは、決算状況でございますが、歳入決算総額は、９億２,６９９万９,０００余円と

なり、使用料が減少したものの、財産運用収入や庁舎建設基金からの繰入金などの増により

前年度に比較して１９.２％の増加となっております。 
 また、歳出決算総額は、８億４,３５３万６,０００余円で、前年度に比較して２６.１％

の増加となっております。これは、庁舎建設の本体工事等が実施されたことにより、庁舎建

設費が増加したことによっております。 

 当年度の事業執行状況は、旧天間製紙天間工場跡地の用地問題により延期となった岳南１

号第１排水路天間工区改良工事以外は、予定通り執行することが出来ました。使用料収入は

減少傾向にございますが、用水型産業が集積する岳南地域にとって、岳南排水路は重要な施

設でありますので、今後とも財政収支の均衡に留意し、適切な維持管理の遂行に万全を期し

て参る所存でございます。 
 次に、議第３号平成２１年度岳南排水路管理組合会計補正予算についてでありますが、歳

入歳出予算の総額にそれぞれ５,３４６万２,０００円を追加し、７億７,８６６万２,０００

円とするものでございます。これは、歳入におきまして平成２０年度の決算確定に伴い、前

年度繰越金の追加、また、歳出におきましては、調整予算として予備費を補正するものでご

ざいます。 
 次に、議第４号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてでありますが、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律及び地方

公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、職員の勤務時間が１日当たり１５分短縮さ

れ、１週間当たり４０時間から３８時間４５分に改定されましたので、それぞれの勤務時間

について、所要の措置を講ずるものでございます。 
 次に、議第５号岳南排水路管理組合新庁舎建設基金条例を廃止する条例制定については、



 5

本条例は、庁舎建設の資金確保のために、平成１５年２月に条例を制定いたしましたが、平

成２０年度をもって事業が完了し、その目的が達成されたため、本条例を廃止するものでご

ざいます。 
 次に、議第６号岳南排水路管理組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例制定についてでありますが、地方自治法により、債務負担行為の規定によらずに長期継続

契約の締結ができるものとして、従来、電気、ガス、水道の供給、電話等の通信役務、不動

産の借り入れに係る契約に限定されておりましたが、同法の改正により、締結ができる範囲

を条例で定めることにより、債務負担行為の設定を行わずに長期継続契約の締結ができると

されたことから、事務の簡素化を図るため、条例の制定をお願いするものでございます。 
 議第７号でございますが、この案件は、人事案件でございますので、後刻、上程されまし

た際、改めてご説明いたしますので、ご了承くださいますようお願いを申し上げます。 
 以上、上程案件につきましては極めて主要点のみ申し上げましたが、よろしくご審議のう

え、適切なるご議決を賜りますようお願い申し上げまして私からの説明を終わらせていただ

きます。 
 以上でございます。 
○議長（稲葉寿利議員） 以上で管理者の説明を終わります。 
                                     
     日程第３ 認第１号平成２０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決 
          算認定について 
○議長（稲葉寿利議員） 日程第３ 認第１号平成２０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 
 決算内容について当局の説明を求めます。 
 局長。 
○局長（丸山友則君） ただいま、上程されました認第１号平成２０年度岳南排水路管理組

合会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 
 決算書の１ページをお願いいたします。平成２０年度の歳入歳出決算は、歳入 
９億２,６９９万９,９０３円、歳出８億４,３５３万６,９５１円、歳入歳出差引残額 
８,３４６万２,９５２円でございます。 
 先ほど、管理者から総括説明がございましたので、直ちに内容説明に入らせていただきま

す。なお、詳細につきましては、事業報告書を併せてご参照いただきますようお願いいたし

ます。 
 それでは、歳入歳出決算の事項別明細書に基づき歳入からご説明申し上げますので、決算
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書の６、７ページをお願いいたします。 
 なお、薄緑色の事業報告書の９ページ以降に、「２ 歳入予算の事項別執行状況について」

で、報告させていただいておりますので、併せてお目通し願いたいと思います。 
 １款使用料及び手数料でございますが、予算現額は、６億１,８２１万６,０００円でござ

います。調定額は６億２,９５３万９,５４２円、収入済額は、６億２,３０４万７,３３９円

で、予算現額に対する収入率は１００.８％、調定額に対する収入率は９９.０％でございま

す。なお、歳入総額に占める割合は６７.２％でございます。本年度は不納欠損額として 
５４８万３,１０１円、また、収入未済額として、１００万９,１０２円を生じております。 
 １項１目１節の使用料でございますが、調定額、収入済額ともに、 
６億２,２７４万１,１５４円で、収入未済額は、ありませんでした。 
 この、使用料の調定額算定基礎といたしました許可排水量及び実績排水量につきまして

は、事業報告書の１５、１６ページの別表－３「岳南排水路路線別排水量及び使用料認定実

績表」に、路線別、月別ごとの実績排水量とともに、使用料認定実績及び収入済額を表にし

てございますのでお願いいたします。 
 許可排水量は、基本料金を算定するもので、表の右上、「太枠内」に記載してありますよ

うに１４６万２,６０６立方メートルとなっております。昨年度に比較し、２万９,２８３立

方メートルの減となっておりますが、これは、当年度中に大宮製紙富士工場鷹岡事業所が 
２,００５立方メートル増量したものの、五湖製紙富士宮工場、大村紙業静岡事業部、丸紅

静岡支店、明治製紙本社工場の４工場が廃止し、東京製紙、コーチョーの２工場が 
７,１４３立方メートルを減量したことによるものでございます。 
 また、実績排水量は、従量料金の算定基礎となるもので、年間の累積排水量は、表の右、

中ほどの、「太枠のＡ」に記載してありますように３億４,１５５万３,５１０立方メートル

でございました。昨年度に比較し、２,６６２万４,２５６立方メートル、７.２％の減とな

っております。 
 それでは、決算書の６、７ページにお戻り願います。２節滞納繰越分として、調定額 
６４９万２,２０３円のうち収入済額は０円、不納欠損額が５４８万３,１０１円、収入未済

額が１００万９,１０２円となっております。 
 この不納欠損額、収入未済額につきましては、事業報告書の１１ページの表をお願いいた

します。過年度から、滞納繰越をしている使用料の合計６４９万２,２０３円は、２工場に

よるものでございます。詳細は、利久製紙が５６２万５,０４２円、嘉栄製紙が 
８６万７,１６１円となっております。 
 利久製紙は、平成１６年１１月に銀行取引停止処分となり、事実上倒産してしまいました。
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その後、平成１７年６月に弁護士から介入通知がありましたが、平成１８年８月には離任通

知が来ております。滞納額５６２万５,０４２円のうち、平成２０年度中に時効を迎えた 
４６１万５,９４０円を不納欠損とするものでございます。 
 また、嘉栄製紙は、平成１６年２月に不渡りを起こし事実上倒産し、任意整理を進めてま

いりましたが、平成２０年７月に任意整理が終了し、法人解散登記がされましたので、滞納

額８６万７,１６１円全額を不納欠損するものでございます。 
 以上、合計５４８万３,１０１円を不納欠損としたものでございます。 
 収入未済額でございますが、過年度からの滞納繰越分の１００万９,１０２円は、利久製

紙１工場によるものでございます。なお、これらの詳細につきましては、薄青色の「平成 
２０年度決算参考資料」に記載してございますので、お目通し願います。 
 それでは、決算書の６、７ページにお戻り願います。２款財産収入でございますが、予算

現額は、３,３５２万９,０００円で、調定額、収入済額はともに３,３５２万６,８３０円で

ございます。この財産収入につきましては、事業報告書の１２ページに詳細がございますが、

これは、岳南排水路基金、職員退職手当基金及び庁舎建設基金に係る、利子収入で、国債、

地方債等の債券及び大口定期の運用収入でございます。 
 ３款繰入金１項基金繰入金でございますが、これは、庁舎建設に関連する委託、工事の必

要経費を庁舎建設基金から繰り入れたもので、予算現額は、１億６,１４０万１,０００円で、

調定額、収入済額はともに１億６,１４０万５２９円でございます。 
 ４款繰越金は、１項１目前年度繰越金で、予算現額は１億８９１万４,０００円で、調定

額、収入済額ともに１億８９１万４,７８４円でございます。 
 次の、８、９ページをお願いいたします。５款諸収入は、予算現額４万１,０００円に対

し、調定額、収入済額ともに１１万４２１円であります。 
 １項１目預金利子は、調定額、収入済額ともにありませんでした。 
 ２項雑入でございますが、予算現額４万円に対し、調定額、収入済額は、ともに 
１１万４２１円でございます。これは主として、共済事業の事務手数料等でございます。 
 以上、歳入の合計は、予算現額が９億２,２１０万１,０００円に対し、調定額は 
９億３,３４９万２,１０６円、収入済額は９億２,６９９万９,９０３円でございます。 
 次に、１０、１１ページをお願いいたします。引き続き、歳出の説明に入らせていただき

ます。 
 なお、各目につきましては、備考欄によって説明させていただきますが、事業報告書の 
１７ページ以降に「３ 歳出予算の事項別執行状況について」で、報告をさせていただいて

おりますので、併せてお目通しをお願いいたします。 
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 １款議会費でございますが、予算現額５５万６,０００円に対し、支出済額は 
２７万５,３００円で執行率は４９.５％、２８万７００円が不用額となりました。 
 支出済額は、備考欄の１ 報酬費２０万６,０００円及び２ 事務局運営経費 
６万９,３００円でございまして、これは、定例会２回の議会開催に係る所要経費でありま

す。 
 ２款総務費は、予算現額６億８,４８０万９,０００円で、支出済額は、 
６億３,８８１万３,８２１円で、執行率は、９３.３％、４,５９９万５,１７９円が不用額

となりました。 
 ２款１項１目一般管理費は、組合運営に係る所要経費でございますが、予算現額 
１億６,９７９万１,０００円で、これに対して支出済額は、１億６,２５８万６,５６８円、

執行率は９５.８％、７２０万４,４３２円が不用額となりました。 
 主なものでございますが、備考欄の１の給与費のうち、（４）一般職１５人に係る人件費

は、給料、職員手当、共済費を合わせまして１億２,６６７万１,３５７円で、歳出総額の 
１５.０％を占めております。 
 ２の人事管理費でございますが、臨時職員賃金、職員研修、職員厚生及び職員互助会助成

費等の経費でございまして、６７１万６,０５７円。 
 ３の事務管理費は、６７４万３,８１３円で、通常の事務運営に要する経費でございます。 
 ４の財産管理費は、８２４万４４１円で、庁舎、車両及び用地管理に係る所要経費であり

ます。 
 ５の公租公課費１,３８４万７,９００円は、消費税でございます。 
 次の、１２、１３ページをお願いいたします。２款２項１目排水管理費でございますが、

予算現額７６７万１,０００円に対し、支出済額は６１８万１６４円で、執行率８０.６％、

１４９万８３６円が不用額となりました。 
 備考欄を見ていただきますと、１ 水質管理費６１８万１６４円のうち（１）水質調査費

として７６万３,２９９円。これは、管路施設保全のための水質調査で、各路線に設置して

あります、水質監視所及び吐口の調査に係る経費でございます。 
 （２）の硫化水素調査費５４１万６,８６５円は、管路施設保全のための硫化水素の調査

で、管路及び各使用工場における調査経費でございます。 
 次に２款２項２目下水道管理費でございますが、予算現額３,３４９万６,０００円に対

し、支出済額は、３,１９３万１,６７２円で、執行率は９５.３％、不用額は、 
１５６万４,３２８円となりました。 
 この執行内容でございますが、備考欄の１ 排水量管理費１６９万６,５４６円は、使用
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料金のうち、従量料金の算定根拠となる各使用工場における実績排水量の調査に係る所要経

費でございます。 
 ２ 下水道維持費３,０２３万５,１２６円は、管路施設の維持に要する経費で、（１）維

持補修費につきましては、環境整備工事、人孔整備工事及び足掛金物付替工事等２４件に 
１,５４４万４,４５０円、（２）保守点検費につきましては、工場排水流入禁止期間中にお

ける管内点検作業委託等７件に１,１７１万９,０５０円を執行いたしております。 
 （３）下水道管理事務費でございますが、３０７万１,６２６円は、管理事務に係る所要

経費でございます。 
 次に、２款２項３目ポンプ場管理費でございますが、予算現額３,２４１万２,０００円に

対し、支出済額は、３,１２４万８,２５６円で、執行率は、９６.４％となり、 
１１６万３,７４４円が不用額となっております。 
 備考欄の（１）維持補修費１３３万２,４５０円は、ポンプ場における沈砂池落下防止装

置の設置や上水道管の移設工事等４件の費用でございます。 
 （２）保守点検費は、ポンプ場運転管理業務委託等４件に、２,４５３万６,４００円を執

行いたしました。 
 （３）ポンプ場管理事務費５３７万９,４０６円は、主として電気料及び工業用水使用料

などポンプ運転に係る経常的な経費でございます。 
 次に、１４、１５ページをお願いいたします。２款３項１目施設改良費は、予算現額、 
２億１,９５７万円に対し、支出済額は、１億９,６２１万１,２４６円で、執行率は 
８９.４％、２,３３５万８,７５４円が不用額であります。この科目は、施設の維持保全対

策のための、改良事業に要する経費でございまして、歳出総額に対しまして、２３.３％を

占めております。 
 備考欄に記載してございますが、１ 管渠施設費として、１億４,４６７万２,４２７円を

支出してございます。 
 事業別に申しますと、（１）保全対策事業費は、施設の保全対策のために行う事業で、主

に管渠の更生工事等、９件に１億３,８５０万９,７００円を執行いたしました。 
 （２）流下能力対策事業費は、管路の流下機能を改善するための事業で、主に岳南１号第

４排水路廃止管路対策工事等２件に、５３３万４,０００円を執行いたしました。 
 （３）管渠施設事務費でございますが、管渠の施設改良における所要経費で、 
８２万８,７２７円を執行いたしました。 
 ２ ポンプ場施設費としては、５,１５３万８,８１９円を支出してございます。 
 事業別に申しますと、（１）保全対策事業費は、ポンプ場施設の保全対策のために行う事
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業で、３号主ポンプ分解点検作業委託に５,１４５万円を執行いたしました。 
 （２）ポンプ場施設事務費でございますが、ポンプ場の施設改良における所要経費で、 
８万８,８１９円を執行いたしました。 
 次の、２款４項１目庁舎建設費は、予算現額、２億２,１８６万９,０００円に対し、支出

済額は、２億１,０６５万５,９１５円で、執行率は９４.９％、１,１２１万３,０８５円が

不用額であります。 
 備考欄の（１）庁舎建設事業費は、主に庁舎改築主体工事等１２件に 
２億９６６万５,０９２円を執行いたしました。 
 （２）庁舎建設事務費でございますが、庁舎改築における所要経費で、９９万８２３円を

執行いたしました。 
 なお、庁舎建設事業費につきましては、平成１５年度から基金を積み立て、平成１７年度

には地質調査を、平成１９年度には実施設計、公共下水道接続工事等を実施し、平成２０年

度に新庁舎の建設をいたしました。建設の総事業費は、２億３,１２０万８,１４８円で、そ

のうち基金が、１億８,０００万円、利子が１９５万２,７６２円、一般財源からは 
４,９２５万５,３８６円を支出させていただきました。 
 次に、３款公債費の１項１目利子でございますが、年度中の資金計画が順調に推移したこ

とにより、一時借入れが無く未執行となりました。 
 ４款諸支出金でございますが、予算現額２億４４４万９,０００円に対し、支出済額は、

２億４４４万７,８３０円で、執行率は１００％でございます。 
 このうち１項１目岳南排水路基金の積立金は、予算現額１億７,１９９万２,０００に対

し、支出済額は、１億７,１９９万１,０１７円で、この内訳は、運用益金 
３,１９９万１,０１７円と積立金１億４,０００万円となっております。これは、自然災害

や緊急を要する大規模工事等に対処するための積立金であります。 
 次の１項２目退職手当基金積立金は、予算現額２,５９７万円に対し、支出済額は、 
２,５９６万９,９０４円で、この内訳は、運用益金９６万９,９０４円と積立金２,５００万

円となっております。 
 次に、１６、１７ページをお願いいたします。次の１項３目庁舎建設基金積立金は、予算

現額６４８万７,０００円に対し、支出済額は、６４８万６,９０９円で、この内訳は、運用

益金５６万５,９０９円と前年度の執行残高５９２万１,０００円の積立金でございます。 
 なお、基金の年度末現在高でございますが、事業報告書の３３、３４ページの別表－５「基

金運用状況」をお願いいたします。１ 岳南排水路基金の決算年度末現在高は、３４ページ

の右から２列目に記載してございますが、３２億５,５４８万１,０５４円で、このうち、国
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債、政府保証債及び地方債等の購入金額は、３３ページ下から２行目の右端に記載してござ

いますが、２９億８,８６３万２,３０１円となっております。 
 ２ 職員退職手当基金は、決算年度末現在高１億５,０３５万４,６０４円であります。 
 なお、３の庁舎建設基金は、庁舎改築のため、全額を取り崩しましたので、決算年度末現

在高は、０円となりました。 
 次に、決算書の１６、１７ページにお戻り願います。５款の予備費でございますが、予算

現額は、３,２２７万７,０００円で、全額が、不用額となりました。 
 以上、歳出の合計は、予算現額９億２,２１０万１,０００円に対し、支出済額は 
８億４,３５３万６,９５１円で、不用額は７,８５６万４,０４９円となりました。 
 次に１８ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございますが、１ 歳入総

額は９億２,６９９万９,０００円、２ 歳出総額は８億４,３５３万７,０００円、３ 歳入

歳出差引額は８,３４６万２,０００円、４の翌年度へ繰り越すべき財源は、ございませんの

で、同額が５の実質収支額でございます。 
 次に、決算書の１９、２０ページをお願いいたします。「財産に関する調書」でございま

すが、１の公有財産の（１）土地及び建物でございますが、新庁舎を建設したことにより、

表の一番上段の「庁舎」が、差し引き４４.４７平方メートル、その下段の「その他の施設」

としては、公用車の車庫が３４.５８平方メートルそれぞれ増加しております。また、水質

監視所を１箇所取り壊したため、２.５５平方メートル減少し、決算年度中の増減は、 
７６.５０平方メートルの増となっております。 
 次に２５、２６ページをお願いいたします。３の施設（管きょ）でございます。表の一番

下、合計欄が７１.６６メートルの減となっておりますが、これは本年度、岳南１号第４排

水路の改良事業が完了し、旧ルートから新ルートに切り替えたため、１.６６メートルの減

になったことと、庁舎改築に伴い公共下水道に接続した管渠の７０メートルを富士市に譲渡

したことによるものでございます。 
 その他、２の物品及び４の基金につきましては、お目通しをお願いいたします。 
 以上、認第１号平成２０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算について、説明をさせ

ていただきましたが、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますようお願い申し上げまして、

説明を終わらせていただきます。 
○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 
 監査の結果について、井出監査委員の報告を求めます。 
 井出監査委員。 
○代表監査委員（井出富雄君） それでは、平成２０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出
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決算及び基金運用状況等の審査結果についてご報告いたします。 
 審査は、平成２１年８月５日、佐野監査委員とともに、当管理組合会議室におきまして実

施いたしました。 
 審査に当たりましては、歳入歳出決算書並びに付属関係書類は、いずれも関係法令に準拠

して作成され、計数も正確であることを認めました。 
 また、予算の執行、財産の管理、基金の運用状況等につきましても適正であると認められ

ました。 
 これらの審査結果の詳細につきましては、お手元に配付いたしてあります「平成２０年度

岳南排水路管理組合会計決算審査意見書」にお示ししてありますので、ご参照くださいます

ようお願い申し上げます。 
 さて、リーマンショック以降の世界的な金融経済不況は、全産業に及び、消費の落ち込み

は商品の包装、広告媒体などの原資材である洋紙の需要にも多大な影響を与えております。

岳南排水路の排水量の大部分を占める製紙業界においては、生活用品である家庭紙の生産は

比較的安定しているものの、消費動向に影響を受けやすい洋紙を中心に生産は大幅な減産を

強いられる結果となりました。 
 ９月の日銀静岡支店の発表では「県内景気は在庫調整の進捗や経済対策効果から、下げ止

まりつつある。」としていますが、「紙パルプは、需要減による在庫の積み上がりから、減産

を再び強化している。」としています。最近の、新聞報道では、景気が再び悪化する「二番

底」が懸念されるなど、依然として予断を許さない状況が続いております。このため、今後、

使用料収入は長期間にわたり減少傾向が続いて行くことが考えられますことから、管理組合

の運営におきましては、より一層の経費節減を念頭に置き、年次計画に基づいた事業執行を

行う必要があると考えますので、よろしくお願いします。 
 以上をもちまして、監査結果の報告といたします。 
○議長（稲葉寿利議員） 監査委員の報告を終わります。 
 これから認第１号について質疑に入ります。質疑ありませんか。 
 １番 鈴木敏和議員。 
○１番（鈴木敏和議員） 管理者と監査委員から報告がそれぞれあって、製紙業界ばかりで

はないけれども、経済的な問題で、かつて１３０社ぐらい使用工場があったと思いますが、

今８７社で、現状を維持するのも大変な状況だろうと思います。先日新聞を見たら、王子製

紙が中国へ大規模な工場を建設して中国市場を開拓することになると、今の富士市は王子製

紙でさえも３割減産をしている状況で、排水の方についても当然のこととして影響がありま

す。 
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 印刷用紙とか白土の入ったチラシの用紙等は減産するけれども、家庭紙について、トイレ

ットペーパー、ティッシュペーパー等々の企業の経営は、こういう経済不況下にあってもあ

る程度健全性は保っている状況にあるのですか。その辺の見通しと、過年度の結果から将来

の見通しはどのように判断されているか、聞きたいと思います。 
○議長（稲葉寿利君） 局長。 
○局長（丸山友則君） 今お話にありましたように、確かに王子製紙等は中国に大きな工場

を建てるということでございます。紙の需要は内需が主でございまして、輸入、輸出は生産

量の２、３％ぐらいで今まで推移しておりますけれども、今年度、また来年度以降は、１０％

を超えるのではないかという見通しも出ております。このように、今度は輸入が大きくなり、

輸出が減っていく状況になって、ますます国内の製紙業界は厳しい状況に立たされていくと

聞いております。 
 特に昨年度、洋紙関係の落ち込みが、前年度比較で８％強の落ち込みをしております。家

庭紙は昨年２.３％ぐらいです。今年、家庭紙は大体３％、昨年度に比べて１％ぐらい落ち

込んでおります。静岡新聞では、家庭紙の在庫調整のため生産調整を予定しているとの報道

がなされております。まだまだ家庭紙の方は、洋紙関係に比べれば落ち込みの比率は少ない

状況ですが、使用者は洋紙関係が７５％占めております。落ち込みの激しい洋紙関係ですか

ら、排水量の減量に直接響いてくるのは、やはり洋紙関係の方の減産体制が響いてくるので

はないかと思います。今後、今年度もそうですが、来年度も排水量が増加することはござい

ませんので、年々減っていくのではないかと見通しを持っております。 
○議長（稲葉寿利議員） １番 鈴木敏和議員。 
○１番（鈴木敏和議員） 今、企業がコスト削減で、用水を使わない、減水型か、どういう

言葉を使っていいかわからないが、そういう企業が多くなってきて、そういう意味では、新

たに工場を建設して岳排を使用する企業は、今言われたようにほとんどない状況だろうと思

いますが、例えば今、大淵の方でフロント工業団地を造って、使いたいとか、あるいは使っ

て欲しいという要望はあるのか。管路を設備しなければならない、また設備投資が大変です

けれど、そういうことは非常に難しいんですか。 
○議長（稲葉寿利議員） 局長。 
○局長（丸山友則君） 管路は、今、維持管理に年間３億８,０００万円ほど使っておりま

して、今３８キロほど延長がございます。そうしますと、年間平均で１メートルにつき１万

円ぐらいの勘定で維持管理がかかっています。 
 新たな工場ですが、私どもの方も迎えに行く検討はしました。しかし、造ったときから維

持管理費はかかりますので、余りに迎えに行く距離が長いと負担が大きくなります。当然今
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の工場は、どこも節水型で排水量が少なく、今までの製紙会社のような用水型の産業ではご

ざいません。管路に流してくれる排水量が少なかったら収入は減になります。維持管理費ば

かり嵩んでしまうので、工場を迎えに行くと、かなり運営には大きな影響を与えてくるので

はないかと考えます。ですから、なるべく管路に近いところに工場があって、管を使ってい

ただければ一番いいと思っております。 
 今年度ですが、弥生線に三協という会社がございます。排水量は少ないのですが、すぐ近

くで入れていただけるような形で、９月から入っている状況でございます。 
 以上です。 
○議長（稲葉寿利議員） １番 鈴木敏和議員。 
○１番（鈴木敏和議員） 監査報告にもあるように、なかなか岳南排水路の経営というのも

大変になってきているので、それなりに我々も関心を持っているわけですけれども、ぜひひ

とつ順調に、各企業の期待に応えるよう努力していただきたいなと思っています。 
 もう１つ、審査意見書の１６ページから１７ページにかけて退職手当基金や岳南排水路基

金があって、農協に４億１,０００万余預金してあるわけですけれども、農協が他の金融機

関に比べて利息がいいとか、そういう理由で選択をされているんですか。 
○議長（稲葉寿利議員） 次長。 
○次長（小川佳英君） 現金につきましては、うちの基金と富士市の基金と合わせて、会計

室の方で引き合いに出されています。その中で一番利率のいいところにお出ししています。

利息につきましては、富士市のものと管理組合のものと案分していただいています。よろし

くお願いいたします。 
○１番（鈴木敏和議員） わかりました。以上で終わります。 
○議長（稲葉寿利議員） ８番 諸星孝子議員。 
○８番（諸星孝子議員） 基金の件ですけれども、事業報告書の２５ページの基金積立金の

件で、先ほど積立金１億４,０００万円の積み立てを災害時に運用するような話をされてお

りましたけれども、この場合、災害時に使うとしたら金額的には余り大きくない金額だと思

うのですが、それに対して、何かあったときには一般財源だとかいろんなところからも市民

のために使われるとは思いますが、これはどの程度の規模か、１億４,０００万円、これか

ら少しずつ基金を積み立てるかもしれませんけれども、今までの例として、この金額だとど

れぐらいの規模で使われるようなことがあったのでしょうか。 
○議長（稲葉寿利議員） 局長。 
○局長（丸山友則君） この基金、昨年１億４,０００万円積み立てましたけれども、これ

は、平成１３年に静岡県の方で東海地震における第３次被害想定というものを出しておりま
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して、それに基づいてうちの方が被害想定しましたところ、６.２％ぐらいの施設の被害を

想定しておりまして、その費用に約３０億かかると試算をしております。それに基づいて 
３０億を目途に、今まで積み立てをしてまいりました。 
 昨年は１億４,０００万積み立てることができましたけれども、先ほど申しましたように、

今後、今年の予算もそうですが、当初から積み立てることは、収入減によりましてできませ

ん。先ほどもありました運用益金、約３,０００万ございますので、これらを有効に使って

今後は積み立てていって、いざ災害が起きたときに、そのお金を使う形にしていきたいと考

えています。 
○議長（稲葉寿利議員） ８番 諸星孝子議員。 
○８番（諸星孝子議員） 富士市は割と冠水地が多くて、床上浸水だとかが、大雨のときと

か台風のときにはそういう場所が多くありますけれども、災害用とか、他のものに対して、

基金以外でも使うことがあるのでしょうか。その点に関しては全然関係なく、工場からの排

水の路線だけに使うのですか。 
○議長（稲葉寿利議員） 局長。 
○局長（丸山友則君） うちの方は、すべて管路の維持管理に使っておりますので、一般の

富士市の冠水したところに、基金を使うことはございません。 
○議長（稲葉寿利議員） 質疑を終わります。 
 これから討論に入ります。―討論を終わります。 
 これから採決に入ります。 
 認第１号平成２０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算については原案どおり認定

することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって認第１号は原案どおり認定されました。 
                                     
     日程第４ 議第３号平成２１年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 
          ついて（補正第１号） 
○議長（稲葉寿利議員） 日程第４ 議第３号平成２１年度岳南排水路管理組合会計補正予

算について（補正第１号）を議題といたします。 
 当局の説明を求めます。 
 局長。 
○局長（丸山友則君） ただいま、上程されました議第３号平成２１年度岳南排水路管理組

合会計補正予算（補正第１号）について、ご説明申し上げます。 
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 議案書の３ページをお願いいたします。平成２１年度岳南排水路管理組合会計補正予算

（補正第１号）は、第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,３４６万２,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ７億７,８６６万２,０００円とする

ものでございます。 
 先ほど、管理者から総括説明がされておりますので、直ちに内容説明をさせていただきま

す。 
 議案書の７、８ページをお願いいたします。２ 歳入でございますが、４款１項１目前年

度繰越金は、決算確定に伴い、補正前の額３,０００万円に５,３４６万２,０００円を増額

し、８,３４６万２,０００円とするものでございます。 
 ３ 歳出でございますが、５款１項１目予備費は、補正前の額３,１２１万９,０００円に

５,３４６万２,０００円を増額し、８,４６８万１,０００円とするものでございます。これ

は、年度の途中でありますので、調整予算として補正をお願いするものでございます。 
 以上、議第３号平成２１年度岳南排水路管理組合会計補正予算（補正第１号）につきまし

て、ご説明いたしましたが、よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げまして、説

明を終わります。 
○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 
 これから議第３号について質疑に入ります。―質疑を終わります。 
 これから討論に入ります。―討論を終わります。 
 これから採決に入ります。 
 議第３号平成２１年度岳南排水路管理組合会計補正予算について（補正第１号）は原案ど

おり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第３号は原案どおり可決されました。 
 ここで監査委員が退室されます。 

（代表監査委員 井出富雄君 退席） 
                                     
     日程第５ 議第４号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に 
          関する条例の一部を改正する条例制定について 
○議長（稲葉寿利議員） 日程第５ 議第４号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 
 当局の説明を求めます。 
 局長。 
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○局長（丸山友則君） それでは、議第４号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げますので、議案書の９ペー

ジ、併せまして黄色の議案参考資料の１ページをお願いいたします。本案と同様の条例が既

に、富士市において、平成２１年２月議会で議決され、平成２１年４月１日をもって施行さ

れております。また、富士宮市においては、平成２１年１１月議会に上程され、平成２２年

１月１日より施行する予定とのことでございます。 
 本条例改正の理由でございますが、職員の勤務時間は給与と同様に基本的な勤務条件であ

ることから、民間と均衡させることが基本となっております。現在、職員の勤務時間は１日

８時間、１週４０時間と規定されておりますが、平成２０年の人事院勧告では、民間の労働

時間は職員の勤務時間より１日１５分程度、１週１時間１５分程度短い水準で定着している

との調査結果から、職員の勤務時間を１日７時間４５分、１週３８時間４５分に改定するよ

う、示されました。これを受けて、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律及び地方

公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴い、今回、所要の改正を行うもので

あります。 
 それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、議案参考資料

の１ページをお願いいたします。まず、第２条第１項につきましては、１週間の勤務時間を

定めたもので、１日当たり１５分短縮されることから、１週間当たり「４０時間」を「３８

時間４５分」に改正するものであります。 
 次に、同条第３項につきましては、地方公務員法で規定する定年退職者等で、短時間勤務

の職に従事する再任用短時間勤務職員の勤務時間について、８時間当たり１５分の時間短縮

となることから、１週間当たり「１６時間から３２時間まで」を「１５時間３０分から３１

時間まで」に改正するものであります。 
 次に、同条第４項につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律において、育児

短時間勤務職員の処理できない業務に従事させるため、任用することができる任期付短時間

勤務職員の勤務時間について、１週間当たり「３２時間まで」を「３１時間まで」に改正す

るものであります。 
 次に、第３条第２項につきましては、勤務時間の割り振りについてそれぞれ１日につき「８

時間」を「７時間４５分」に改正するものであります。 
 次に、第６条及び第７条についてですが、公務員の勤務時間制度においては、従来より休

憩時間及び休息時間の制度が設けられており、休息時間は勤務時間に含まれることとなって

おりましたが、民間企業の通常の勤務形態の従業員では休息時間に相当する制度は、ほとん

ど普及していないことを考慮して、国では休息時間を廃止いたしました。このため、休息時
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間を廃止することとし、これを規定した第７条を削除するとともに、第６条では勤務の実態

に合わせるため、休憩時間の表記を労働基準法の表記に合わせ、「少なくとも４５分」、「少

なくとも１時間」に改正するものであります。 
 以上の内容を標準的な例として勤務時間で説明いたしますので、議案参考資料３ページの

「勤務時間の短縮及び休息時間の廃止に伴う勤務形態について」をごらんいただきたいと思

います。現行は、始業時間８時３０分から終業時間１７時１５分の間で、１２時から１２時

１５分までが休息時間、１２時１５分から１３時までが休憩時間、１７時から１７時１５分

までが休息時間となっております。本改正により休息時間を廃止し、昼の４５分間の休憩時

間を１２時から１３時までの１時間とすることで、結果として始業時間、終業時間は変わら

ず、勤務時間は１５分間短縮することとなります。 
 次に、附則について説明をいたしますので、議案書の１０ページをお願いいたします。第

１項は、この条例の施行日を平成２１年１１月１日とするものであります。 
 第２項は、勤務時間の短縮に伴い、岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関する条例の

一部を同様に改正するものであります。 
 第１０条に規定されております、育児短時間勤務職員で変則勤務または交替制勤務をする

場合の勤務時間を、１週間当たり２０時間を１９時間２５分と１９時間３５分に、２４時間

を２３時間１５分に、２５時間を２４時間３５分に改正するものであります。 
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 
○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 
 これから議第４号について質疑に入ります。―質疑を終わります。 
 これから討論に入ります。―討論を終わります。 
 これから採決に入ります。 
 議第４号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

制定については原案どおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第４号は原案どおり可決されました。 
                                     
     日程第６ 議第５号岳南排水路管理組合新庁舎建設基金条例を廃止 
          する条例制定について 
○議長（稲葉寿利議員） 日程第６ 議第５号岳南排水路管理組合新庁舎建設基金条例を廃

止する条例制定についてを議題といたします。 
 当局の説明を求めます。 
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 局長。 
○局長（丸山友則君） それでは、議第５号岳南排水路管理組合新庁舎建設基金条例を廃止

する条例制定についてをご説明申し上げます。 
 議案書の１１ぺージをお願いいたします。本条例廃止の理由でございますが、新庁舎建設

のため、平成１５年２月１８日に制定の条例に基づき、基金を管理してまいりましたが、平

成２０年度をもちまして事業が完了いたしました。建設のための財源として、当該基金の全

額を充当し、その目的が達成されましたことにより、当該基金条例の廃止を提案するもので

ございます。 
 なお、建設の総事業費でございますが、先ほども申し上げましたが、 
２億３,１２０万８,１４８円で、そのうち、基金積立額１億８,０００万円、利子が 
１９５万２,７６２円、一般財源からは４,９２５万５,３８６円を支出しております。 
 附則につきましては、この条例を公布の日から施行することを規定するものでございま

す。 
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 
○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 
 これから議第５号について質疑に入ります。―質疑を終わります。 
 これから討論に入ります。―討論を終わります。 
 これから採決に入ります。 
 議第５号岳南排水路管理組合新庁舎建設基金条例を廃止する条例制定については原案ど

おり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第５号は原案どおり可決されました。 
                                     
     日程第７ 議第６号岳南排水路管理組合長期継続契約を締結するこ 
          とができる契約を定める条例制定について 
○議長（稲葉寿利議員） 日程第７ 議第６号岳南排水路管理組合長期継続契約を締結する

ことができる契約を定める条例制定についてを議題といたします。 
 当局の説明を求めます。 
 局長。 
○局長（丸山友則君） それでは、議第６号岳南排水路管理組合長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例制定について、ご説明申し上げますので、議案書の１３ページ

をお願いいたします。 
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 本案と同様の条例が、既に富士市においては、平成２１年２月議会で、議決され、平成 
２１年４月１日から施行されております。また、富士宮市においては平成１８年１１月議会

において、議決され、平成１９年１月１日から施行されております。 
 本件につきましては、地方自治法第２３４条の３、これは、長期継続契約の規定でござい

ますが、この規定により、同法第２１４条の債務負担行為の規定によらず、長期継続契約を

締結することができるものとして、電気、ガス、水道の供給、電話等の通信役務の提供及び

不動産の借り入れに限定されていました。これが、平成１６年の地方自治法第２３４条の３

及び同法施行令第１６７条の１７の改正により、限定されていたものに加え、物品の借り入

れ、または役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上、翌年度以降にわたり契約を締結

しなければ、当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定め

るものにあっては、長期継続契約を締結することができるとされました。 
 管理組合では、今泉ポンプ場運転管理業務委託や庁内ＯＡ機器等のリース契約につきまし

ては、債務負担行為により、期間と限度額を設定し、複数年度にわたる契約を締結しており

ます。また、庁舎の清掃や設備の維持管理などは、単年度契約としております。今後、これ

らの事務の簡素化を図るために、地方自治法施行令第１６７条の１７の規定により、長期継

続契約を締結することができる契約の範囲を定めるため、条例の制定をお願いするものでご

ざいます。 
 それでは、内容について、ご説明申し上げます。 
 第１条は、条例の趣旨を規定したものでございます。 
 第２条は、長期継続契約を締結することができる契約の範囲を、電子計算機などの物品の

賃貸借契約及びこれに付随する保守点検委託契約並びに庁舎などの施設管理に関する委託

契約及び電気設備等の運転管理や保守点検委託契約と規定したものでございます。 
 第３条は、長期継続契約の契約期間は、５年を限度とすることを規定したものでございま

す。 
 第４条は、委任について規定したものでございます。 
 附則は、条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 
 以上で説明を終わりますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 
○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 
 これから議第６号について質疑に入ります。 
 １番 鈴木敏和議員。 
○１番（鈴木敏和議員） 富士市では、実際でもこういう法律に基づいて対応するけれども、

長期間契約するわけですから、その中身的なものについては、富士市では当初予算説明のと
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きに、一覧表みたいなものを添付してくれていたと思いますが、こちらでは添付してくれな

いのですか。それと、今経済社会が動いて、契約をする場合、事情の変更に基づいて単価や

契約金額を変更することができると、岳南排水路組合に有利な契約条件は入れるだろうと思

うのですが、その辺のことについて伺います。 
○議長（稲葉寿利議員） 次長。 
○次長（小川佳英君） 契約内容につきまして、ちょっと富士市の契約課とも十分相談をし

て、この２２年度予算に生かさせていただきたいと思います。私の方でその契約内容につい

て詳しい情報等をまだいただいておりませんので、少しまた勉強させていただきたいと思い

ます。申しわけございません、よろしくお願いいたします。 
○議長（稲葉寿利議員） 質疑を終わります。 
 これから討論に入ります。―討論を終わります。 
 これから採決に入ります。 
 議第６号岳南排水路管理組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制

定については原案どおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第６号は原案どおり可決されました。 
                                     
     日程第８ 議第７号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意 
          を求めることについて 
○議長（稲葉寿利議員） 日程第８ 議第７号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同

意を求めることについてを議題といたします。 
 本案について管理者の説明を求めます。 
 管理者。 
○管理者（鈴木 尚君） 議第７号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求める

ことについて、提案理由のご説明を申し上げます。 
 このたび、ご同意を賜りたい監査委員は、知識経験を有する者から選出される委員でござ

います。 
 現在、知識経験を有する委員であります井出富雄氏は、来る１２月２０日をもちまして任

期満了となります。これによりまして、組合規約第１１条第２項の規定により後任監査委員

の選任につき、議会の同意を得ようとするものであります。 
 ご提案を申し上げました富士市今泉１丁目８番３５号、山本浩之氏は、昭和４５年富士市

役所に奉職され、議会事務局長、総務部長等を歴任され、平成２０年３月に退職、その後、
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鷹岡商工会事務局長を務められ、現在、富士市代表監査委員に在任中でございます。山本氏

は、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他行政運営に関しすぐれた識見を有し

ており、本委員として最も適任でありますので、後任委員として選任しようとするものであ

ります。何とぞ、議会のご同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とい

たします。どうぞよろしくお願いいたします。 
○議長（稲葉寿利議員） 説明を終わります。 
 お諮りいたします。 
 本案は人事に関することでありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと

思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって直ちに採決に入ります。 
 議第７号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求めることについては原案ど

おり同意することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第７号は原案どおり同意されました。 
 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて終了いたしました。よって本

日の会議を閉じ、岳南排水路管理組合議会定例会を閉会いたします。 
午前１１時１７分 閉 会 
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